
名古屋市交通局告示第９号 

 

やみつきなごめしきっぷ専用一日乗車券の発売について 

 

 高速電車乗車料条例施行規程（昭和５４年名古屋市交通局管理規程第１３

号）第１９条第５項及び第４３条第３項並びに乗合自動車乗車料条例施行規程

（昭和２８年名古屋市交通局管理規程第３５号）第２３条第２項の規定に基づ

き、やみつきなごめしきっぷ専用一日乗車券（以下「なごめしきっぷ乗車券」

という。）を次のように発売します。 

 

  令和７年７月２２日 

 

名古屋市交通局長 折 戸 秀 郷  

 

１ 料金 

６２０円 

２ 有効期間 

  令和７年８月１日から令和８年２月２４日まで 

３ 発売枚数 

  １５，０００枚 

４ 発売方法 

(1) 携帯電話機でＲＹＤＥ株式会社が提供するＲＹＤＥ ＰＡＳＳ（ライド

パス）アプリ（以下「ライドパス」という。）を利用して「やみつきなご

めしきっぷ」を購入します。「やみつきなごめしきっぷ」には、「バス・

地下鉄全線一日乗車券 引換券」及び「お食事チケット」が含まれます。 

(2) 各乗車券発行所、名古屋市金山観光案内所及びオアシス２１ｉセンター

にて、ライドパスを利用して「バス・地下鉄全線一日乗車券 引換券」を

使用し、なごめしきっぷ乗車券と引き換えます。ただし、必要に応じて他

の場所でも引き換えることがあります。 



(3) ライドパスについて、この告示に定めのない事項は、ＲＹＤＥ株式会社

が定める規約の定めるところによります。 

５ 使用条件 

  なごめしきっぷ乗車券は、１枚で大人１人が有効期間内の使用日１日に限

り、本市の高速電車及び乗合自動車の全線にわたり使用することができ、そ

の使用回数を制限しません。 

６ 発売期間 

  令和７年８月１日から令和８年２月２４日まで 

７ 料金の還付 

なごめしきっぷ乗車券の料金の還付は、行いません。 

８ 不正使用 

  なごめしきっぷ乗車券の不正使用に係る乗車料金及び増料金については、

共通一日乗車券の例によります。 

９ 様式 

（表） 
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名古屋市交通局営業本部営業統括部乗客誘致推進課 


